
今⽇は規制のガバナンスについて。そして⽇本の規制の改⾰についてガバナンスの視点から捉えて
みようということね。

補論：規制のガバナンス
そもそも規制のガバナンスとはどのようなものなのか。
・発展型国家から規制型国家へ? (ジョンソン)
・問題は、規制のガバナンス。
・ガバナンスとは、政府の意思決定が利害関係者(ステーク・ホルダー)にとって適切に⾏われるよ
うな仕組み・制度。統治･協治･治理。
これは当たり前ではないかとも思われるが、実はこれまでの規制のプロセスを⾒てみると必ずしも
そうではなかったのではないか。利害関係者にとって適切に⾏われているとはいいにくいのではな
いかということね。このガバナンスという問題が割と⼈気になってきているのだが、なぜそのよう
な視点が重要なものであると認識されるようになってきたのかというと、それは以下の理由によ
る。
・政府は誰のものかーー従来は政･官・業の既得権ネットワークのもの。これからは⽣活者・消費
者・納税者・有権者など⼀般市⺠のもの。
このような問題意識が台頭してきたからだ。従来は政治家・官僚・業界の、既得権を得ているグ
ループ、つまり族議員や各省の官僚や所管される各業界のグループのものであったと思われる。
従って、各産業会の要望を受けた族議員が各省の官僚に業界に有利な規制を引き出してくるのだ。
これが既得権になって利益になってゆく。こういうイメージね。従って政府というのは、政官業の
限られた⽣産者のグループの⽴場のものであった。
・規制は、⼀般市⺠にとって適切に⾏われているか。適切に⾏われる仕組み･制度は何か。
なので、これからはむしろ⽣活者・消費者・納税者、有権者といった⼀般の市⺠が政府を利⽤して
利益を得てゆくという⽅が適切なのではないかという⾵に考えられるようになってきた。規制につ
いても、このようなガバナンスの視点が当てはまるのではないかというのが規制のガバナンスの重
要な趣旨である。この視点というのは先進国では⽐較的共通の視点になりつつある。
経済協⼒開発機構（OECD）という先進国の組織は、実は働いている⼈たちは１０００⼈くらいの
エコノミストの集団、シンクタンクであるといわれている。この組織が規制のガバナンスというこ
とに対して、特に⽇本の規制改⾰に対して、最近は強い影響⼒を持っているように⾒える。なの
で、どのようにしてOECDが⽇本政府の規制改⾰に影響を及ぼしたかを考えてほしい。
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政府を現代化・近代化するという本に、ガバナンスを確保してゆくということはどういうことなの
か、つまりどういう価値観があるのかを⽰した図がある。それがこれ。短期的な価値から⻑期的な
価値の三段階に分け、それぞれの価値を実現してゆくのがよいガバナンスを実現してゆくのがよい
ガバナンスを実現してゆくことなのである。詳しくは図を⾒て。

上の図といわんとしていることは同じこと。これは価値観のヒエラルキーを規制改⾰についていう
とどうなるかということを表したもの。最初は規制緩和。それが段々と⾼度化してゆく。規制の緩
和というのは、規制をやめたり規制の量を減らしてゆくという意味であるが、そういう量的なもの
ではなくて、次第に「規制は必要なものもあるだろう、しかし質を改善してゆくのだ。」という⾵
になり、最終的には「規制のガバナンスをよくしてゆくんだ。構造改⾰や透明性、説明責任を確保
しよう」ということになってくる。
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これは９７年に当時の⾏政改⾰委員会の⼈が作ったものである。⾏政関与のあり⽅に関する⼆つの
基準である。今のような、規制改⾰という点でいうと、⾏政の関与が今後も必要な分野に絞ってゆ
く。そして関与の仕⽅についても強制⼒の強いものから弱いものへ、そして最終的には強制⼒のな
いものにしてゆくのだという⼆つの基準を⽰した。

これはOECDが０１年に規制政策というレポの中で⽰した規制の枠組みである。左から右にいくに
つれて政府の関与のレベルが強くなってゆく。なので、左側が⾃由市場となっていて、右が経済活
動そのものを政府が禁⽌してしまうということになっている。⼤きく分けると独占と競争という⾵
に分かれる。それで競争の中に今話している政府の関与、規制というものの弱いものから強いもの
にかけていくつかレベルがある。独占の⽅は公的独占として私的独占に分かれている。
表を⾒てみよう。⾃由競争の隣は、⼀般競争政策ということである。⼀般競争政策が起⽴する⾃由
市場ということで、有効な競争に向けて適切な枠組みを提供する。それから隣が情報開⽰。消費者
の選択肢を広げるための情報開⽰がある。消費者というのは⽣産者に⽐べると情報についてやや
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劣っている。情報の⾮対称性がある。そこで⽣産者、あるいは⾏政に対して情報を開⽰させるとい
う義務づけをすることによって、消費者の情報コストを減らして市場を効率化するということね。
次は⺠間部⾨の⾃主規制。⾃主協定や⺠間の基準作りをするのである。こういう⾃主規制をするこ
とで市場参加者の中によい習慣が存在している場合には、事業者間の合意が重要となる場合に有効
である。ただ、この⾃主規制に関して注意が必要なのは、カルテル・談合に変質してしまうおそれ
がある。⺠間企業の間に競争関係があるということが消費者にとっては好ましいのだが、必要に応
じて⾃主規制をしなければならないという場合があるのである。特に貿易関係において、例えば⽇
⽶の貿易関係において、８０年代だと⽇本はアメリカに対して⼤変⼤きな貿易⿊字を発⽣させてい
た。なのでアメリカから⾒ると対⽇貿易⾚字が⼤変⼤きいということで、アメリカは⽇本に対し
て、「何とかしろ。⾃主規制をして輸出を抑えてくれ」というように圧⼒をかけてきたことがあ
る。実際に⾃動⾞業界などでは年間１６８万台の輸出枠を設定したことがあるのだが、これが⾃主
規制の典型的な例である。まぁ市場に任せるのが良いんだけれども、政治的な貿易摩擦が政治問題
化したということでこういう⾃主規制が求められたことがある。
次は市場インセンティブを設定である。例えば税や、価格シグナル（価格を誘導する）、財産権を
設定するなどして市場インセンティブを設定するということがある。外部性を是正する。その次に
プロセス規制というのがある。企業にリスク評価を求めて、費⽤効果が⼤きい規制を追求する。基
準の設定は難しい。システミックな思考法と情報開⽰の利益が重要となる。つまり情報開⽰や透明
な規制のプロセスを求めてゆくということになる。
次にはパフォーマンス規制というのがある。これは例えば政府による⽬標値を設定するということ
がある。従って、特定の基準を決定することができる。技術の変化が市場で激しいので、基準とい
うものが永遠に⼀定ということはあり得ないのだが、何らかのパフォーマンスを規制しなければな
らないということはあり得る。さっきの１６８万台の輸出枠というのは、これはもし⾃主規制が守
られなかったら⽇本政府はどうしたかというと、貿易管理法に基づく輸出規制を発動することも考
えていた。これは典型的なパフォーマンス規制ということになる。ここまではいかなかったが。
最終的には統制というところになる。コントロール・エコノミー。政府がリスクを取って、重要な
価値を確保するために、⾼⽔準のコントロール以外にほとんど選択肢はない。価格統制が⾏われ
る。これくらいになると、かなり社会主義経済に近づいてくる。ただし、所有形態事態は⺠間にあ
るという状態。⽇本での戦争直後に統制経済が⾏われた。
次に、独占の⽅は競争関係にある企業が⼀社しかないということで市場を独占している状態であ
る。その中でもいくつか分かれているが、⼤きく分けると公的独占か私的独占かということにな
る。それぞれにおいて⼆種類ずつある。いずれにしても独占の場合には企業が⼀社しかないので、
競争関係にあるとはいえないので、独占企業に対しては政府が適切な価格設定や⺠間委託、あるい
は独占に伴う⾊んな弊害を取り除く仕組み（例え独⽴⾏政法⼈化）などがとられる。
このような枠組みをOECDは出している。⼤体規制改⾰というと、⼀つはできるだけ市場を⾃由競
争の⽅へもっていくというころがあるわけだし、もう⼀つは適切な仕組み（例えば情報を開⽰す
る、説明責任を求めてゆくという仕組み）を具体的に設定してゆくということが課題になってゆ
く。
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これは今いった２００１年にOECDが出したレポの中の図である。実際にどの規制の⼿段をどのく
らいの数のOECD諸国が採っているか。これは環境規制、健康・安全性・消費者保護に関する規
制、雇⽤規制、の３つの規制分野についてまとめたものである。
⼀⾒して明らかなのは、各国ともどの分野についても⾏っているのが情報キャンペーンである。例
えば、環境をよくするために省エネをしましょうというスローガンようなものがある。
⼀番右側にあるのは、許認可権を設定するということで、もっともハードで古典的な強制⼒を発動
するようなものとなっている。これは各国ともあまり⾏っていない。環境規制については多少ある
のだが、環境規制の中でもそういうハードな強制⼒の発動は少ないということがわかる。
税⾦や補助⾦を使って規制を⾏おうということについては、規制全体の中ではそんなに多くなく
なってきている。ただ、規制の中では、環境規制については環境税をヨーロッパでは特にやってい
て、⺠間の規制をしてゆくということがある。⽇本はまだだけどね。と考えると、健康・安全性・
消費者保護に関する規制や雇⽤規制については税や補助⾦はあまり⽤いられていないという特徴が
ある。
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９８年の平均よりも０３年の平均は若⼲下がっている。従って各国とも、規制改⾰をすることに
よって、規制の強度が低下したということがわかる。⽇本の規制の強さもこの５年間に下がってい
る。OECDの平均よりも下がっている。これをみると、⽇本は⽐較的他の国よりもよくやっている
ということがわかる。

これは９５年までに各国が⾏った規制改⾰戦略である。１０年前なので今とは若⼲違うのだが、こ
の時点で⽇本が⾏った規制改⾰を国際⽐較するとどの程度進んでいたのかがわかる。これを⾒る
と、さっき⽇本はよくやっているという話をしていたのだが、これは９５年までのデータなので、
⽇本のデータが悪いね。⼆つ点があるのは⼀番進んでいる、⼤半進んでいる。⼀つなのはある程度
実施している、あるいは展開中。何もないのはまだ⼿をつけていないということ。これを⾒ると⽇
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本は空⽩があるので。その部分をどの項⽬なのか⾒てみると、「規制の⼀括登録と成⽂化」とあ
る。規制の⼀括登録というのは、政府が⾏っている規制を、規制コードという形で⼀覧表として⽰
すことをいう。アメリカ連邦政府では規制コードブックというのがあって、すぐにわかるように
なっているのだが、⽇本の場合はまだそこまでやっていない。各省庁が独⾃に規制実施しているわ
けで、どの省庁がどのような規制をやっているかについては⼀覧になっていない。
次に、規制改⾰監視のための特別機関の設⽴とある。これがまだ⽇本はまだであった。また次に、
規制インパクト分析の計画とある。規制をしようというときに、あらかじめどういう影響が社会に
あるかを予測して、社会に提⽰した上で規制を作りましょうということに他の国ではなっていたの
だが、⽇本は当時まだやっていなかった。現在多少⼿をつけているがまだ弱い。
次に既存の規制の⾒直しというのがある。その中でも⼀つが特別または⼀回限りの⾒直し、もう⼀
つはシステマティックかつ継続的な⾒直しなのだが、これらも⽇本はやっていなかった。下bざい
でもまだ弱い。次に、規制代替措置の恒常的な利⽤ないし多⽤である。規制を改⾰してゆくのであ
れば、規制をやめよう、あるいは他のやり⽅に変えてゆこうということが課題になるのだが、まだ
着⼿されていない。次に規制計画⼿続の⾒直し。そして規制改⾰に対する各省庁ないし議会の説明
責任の改善。このあたりになると⽇本以外の国もやっていないところが多いのだが、⽇本も着⼿し
ていない。最後に、規制当局の改⾰技術の向上。規制の技術を改善してゆくことね。これもやって
いないということであった。
こういったことが課題になっていたということ。

これは１９９９年にOECDは⽇本に対して規制改⾰を⼀層推進する⽤意という勧告を出した。この
勧告がどのようなものであり、OECDがその勧告を出した後に⽇本政府はどういう⾏動を取ったか
書いてある。⼀番右に⽇本政府の対応をどう評価するかまとめている。
まずは規制政策について。
マーク部分を⾒ること。
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分野包括的な改⾰計画の策定というのは、各省ばらばらで規制改⾰をするのではなくて、⽇本政府
全体として包括的な規制改⾰の計画を策定しなさいという勧告。それに対して評価は項⽬的アプ
ローチに終始しているという厳しい評価。つまり⽇本政府全体として、どのような規制改⾰をして
ゆくかということについての計画が弱いということ、取り上げている項⽬が全⾯に出てしまってい
て、将来どのような社会にしてゆくのかということについて原理原則から話を進めているわけでは
必ずしもないという評価をしている。
規制改⾰の決定を、予算上、組織上の決定で対調査するというのは、規制改⾰の決定を予算上の意
志決定や組織上の意志決定につなげてゆくということ。
構造改⾰特区というのは、例えば千代⽥区には学校法⼈だけではなく、⼤学を運営する主体として
株式会社が新規参⼊していいということになっている。こういうのが構造改⾰特区である。全国的
に⾊んな提案を募ってそれぞれの地⽅にあった規制改⾰の試みができるようにしていった。
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RIAというのは規制インパクト分析のこと。
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このように⾒てくると、OECDが出した対⽇勧告は⾮常に厳しいものであり、管理もまた厳しいも
のであるとわかるであろう。⽇本の規制という問題についても、先進国の間で批判が⾼まりつつあ
るのである。先進国の間で⽇本の規制改⾰に対する批判がOECDを通じてかなり厳しく出ている。
改⾰を進めるという⽅向性を⽰されたと同時に、常に他の国から監視されているというのが⼤きな
特徴になっている。
このようなOECDの⾏為は内政⼲渉ではないかという批判があるかもしれないが、環境問題や安全
や安⼼の問題にしてもグローバルな問題になってきているので、そうなってくると適切な規制のあ
り⽅が常に⽇本⼈だけではなく外国⼈からも⼤きな関⼼となってきているということが重要なであ
る。

政策評価における規制
政策評価という枠組みで規制を⾒るとどうなるか。
・政策評価法(2001)では、規制は事前評価の義務づけ対象外。義務づけられたのは、研究開発・
公共事業・ODAの3分野。
この評価法の中で規制の意志決定を、予算や組織につなげてゆく。予算改⾰、組織上の改⾰に規制
の改⾰をつなげてゆくという仕組みができたのだが、実際どうなっているのかを⾒ると、規制は事
前評価の対象外になっている。現在は上の３分野になっている。
・だが、これらに続く第４分野として、閣議決定の趣旨を反映し、各府省は⾃主的に取り組みつつ
ある。
規制については第４分野として法律ではなく、閣議決定の枠で各省が取り組むという段階にある。
・「規制については、規制改⾰の推進に関する類似の閣議決定の趣旨を踏まえ、政策評価に必要な
情報・データの収集を進め、積極的に実施に向けて取り組むものとする。」(2001.12.28閣議決
定)

規制改⾰・⺠間開放推進3カ年計画における規制
３カ年計画において規制がどのように位置づけられているか。
レポートにはどういう分野が問題になったのかが出た。まずは教育。現在国際学⼒試験の結果が出
て、⽇本がどんどん下がっているということで問題になっているが、教育の規制改⾰については、
まず視点があって具体的な課題があって、どういう⽅向にもっていくかが書いてある。具体的に⾒
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ると、教員の評価や学校評価制度を強化するなどがある。これは実際に何％の学校で学校選択制が
⾏われているかというデータが載っている。次に雇⽤の分野である。安倍⾸相の時に再チャレンジ
ということがいわれたのだが、派遣労働者も⼀つの問題になっている。農業分野については問題な
いとなっている。⼀体的な取り組みが重要だということで、⼀つは担い⼿の問題、意欲と労⼒のあ
る担い⼿を引っ張ってくる、担い⼿の農地利⽤の円滑化、担い⼿の育成・⽀援策、環境整備が課題
になっている。
やはり規制改⾰を推進する最⼤のプロモーターは内閣総理⼤⾂なのである。⾸相が強い意志を持っ
て規制改⾰をするんだということがあって初めて規制改⾰・⺠間開放推進会議が活きるのである。
各省や各省にぶら下がっている族議員や業界の既得権を無くしていくということで、このような仕
組みになっている。
・2004年度以降、各府省は、規制影響分析を試⾏的に実施(2004.3.19閣議決定)。
・規制の内容(規制の⽬的・必要性等を含む)。
中⼼となるのは、規制をすることによって、どういう費⽤と便益が発⽣するかを予測して、費⽤と
便益を働きかけてみようということが規制影響分析のポイントである。
・費⽤分析(規制実施による⾏政コスト、遵守コスト、社会コストの推計)。
・便益分析(規制実施による産業界や国⺠への便益、社会的便益の推計)。
・想定できる代替⼿段との⽐較考量。
・規制を⾒直す条件。
・レビューを⾏う時期。

規制の新設審査

・閣議決定(1994.2.15)に基づき94年から実施。

・⽇本経団連による規制の新設審査への提⾔。

・「新たな規制の制定に際しては、・・・政策評価の視点(規制の必要性、規制内容の妥当性、重
複規制の排除と他の規制との整合性確保、期待される効果、予想される国⺠負担、制定⼿続きの透
明性など)から、内容を厳格かつ客観的に評価・審査すべき」(「『⺠主導・⾃律型システム』の確
⽴に向けた新たな規制改⾰の推進⽅策についてー⽇本経団連新ビジョンに基づく規制改⾰プログラ
ム」)
規制を申請するときの審査をより厳密にやるには規制をすることでどういう費⽤と便益が発⽣する
か、これをきちんと予測しようということが０４年から加わったのである。

パブリック・コメント⼿続き
これもOECDの勧告に出てきた。
・閣議決定(1999.3.23)に基づき、99年から規制の設定または改廃に係わる⾏政機関の意思決定
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を対象に実施
⼀般のコメントを募る⼿続＝パブリックコメント

上のまとめから⾒ると、コメントは受け付けるが出てきても修正されるのは１５％であまりないと
いうことがわかる。
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これは規制改⾰の便益がどのくらいだったのかを表したものである。移動体通信というのは携帯電
話。
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これは経営者の視点から⽇本政府の規制改⾰をどう評価しているかを⽰したものである。BCIラン
キングというのは⽇本の競争⼒が９８年から０５年にかけてどのように変わっていったかを⽰して
いる。これには⼆つの要素があって、⼀つは企業である。企業の活動と戦略、つまり企業側のラン
キングと、もう⼀つは国のビジネス環境の質、つまり企業の経済活動を取り巻く環境の質がどうで
あるかである。これらを⾒ると、明らかに企業の⽅の成績、ランキングは⾮常に⾼いのだが、ビジ
ネス環境のランキングは⾮常に低い。全体として８位となっている。では⽇本でビジネスを⾏う際
に阻害要因となっているものは何だろうか、グローバル経営者は何と考えているのかトイカのグラ
フで⽰した。
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⽇本の⼀般市⺠は規制をどう⾒ているか。それを⽰したのがこの図である。世界各国の市⺠にも同
じ質問をして調査したものである。⽇本は規制を通じて国⺠⽣活の安全と経済の安定を守る社会が
良いといったのは少ない。また規制を排除して⾃由活動と⾃⼰責任に委ねる社会が良いといった⼈
も少ない。多いのは、中間領域、どちらでもないといった⼈が多かった。

もう⼀つの図はあまりに細かいので貼らない。質問内容は、理想社会システムはどちらがいいか。
⼀つは競争は働く気を起こらせて好ましい、もう⼀つは競争は有害である。
⽇本は、競争が好ましいという⼈も、有害であるという⼈も少ないわけで、中間領域の⼈が⾮常に
多きということがわかる。規制に関しては⽇本⼈は、競争も規制も極端なものは望んでいない。ほ
どほどの競争と規制が望ましいと答える⼈が多い。

結論としては、⽇本はこれまでの８０年代の発展途上国から先進国に追いつこうということをして
きた。つまり、いわゆる発展型国家ということをしてきた。そういう意味では、発展型国家におい
ては、ガバナンスということよりは、まずは早く経済発展をしようということで、政官業の既得権
に対して寛容であった。全体として豊かになるのであれば、多少既得権があったっていいじゃない
か、先進国に追いつくのであればそれでいいじゃないかという⾵になっていた。しかし、実際に先
占国に追いついて追い越し始めたらどういうことが求められるかというと、やはり政官業の既得権
というもの⾃体がおかしいのではないか、ガバナンスということをもう少し考えなければいけない
のではないのかということになってきた。ガバナンスというのは、⽣活者や納税者など、⼀般市⺠
にとっての政府というものが適切に政策決定の仕組みとして反映されているようなものである。そ
ういう意味では、⾔い換えると⺠主主義の質を⾼めるということが⽇本にも求められるようになっ
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てきたと思われる。そして、ガバナンスや⺠主主義というものが規制についても求められるように
なってきたと思われる。従って、規制の緩和や規制の改⾰といった課題もガバナンスを実現してゆ
く、ガバナンスをよくしてゆくということに絞られていったように思える。そして規制のガバナン
スをよくする⼀つの重要な要因として、OECDのような第三者の国際機関が果たしてきた役割が⼤
変⼤きなものになっているということを⾒てきた。OECDが出している⾊んなデータを⾒ている
と、⽇本というものが各国との同じ⼟俵の上で評価されるようになってきている。補pかの国の規
制と⽐べて⽇本の規制はどうなのかということが、例えばOECDの⾮常に権威のある機関によって
明らかにされようとしてきている。そういう意味では既得権を維持しようとすることが⾮常に難し
くなってきている。⽇本は先進国になった以上は、先進国として振る舞うことが求められてきてい
るということがわかるであろう。
最後に、ビジネスで活躍している⼈が⽇本政府をどういう⾵に⾒ているかというと、⾮常に⾮効率
である、あるいは税⾦が⾼いという⾵に⾒られている。今⽇本は消費税を上げるといっているが、
世界的な傾向で⾒ると今は減税なのである。後数年でアメリカとイギリスの相続税が廃⽌されると
いうことが政治課題として⾮常に近くなっている。⽇本では財政⾚字を改善させるためには増税だ
といっているが、そんなことをしたらグラフにあるように、グローバル企業の経営者達は⽇本を捨
てて他の国でビジネスした⽅が良いと判断して逃げてしまう。そうなると優秀な経営者が⽇本から
外国に逃げてしまう。結局増税をしたら⼈が逃げてしまうということになってしまう恐れがあるの
である。ただ最後に⾒たのは、⽇本の国⺠は規制に関して、極端な規制を望んでいるわけでもな
く、極端な競争を望んでいるわけでもないということがわかった。ほどほどのレベルの社会を望ん
でいるということがわかった。この規制のガバナンスという視点は今後も重要な視点であると思う
ので、よく考えて整理してもらいたい。以上。
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